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○やまと広域環境衛生事務組合職員等の旅費に関する条例 

（平成２３年３月１日条例第１８号） 

（趣旨） 

第１条  この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以

外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員等の旅費） 

第２条  職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、御所市職員等の旅費に

関する条例（昭和３３年御所市条例第４７号）の例による。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


